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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に係る不正受給事案の公表について 

 

京都労働局（局長：角南 巌）は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金（以下「給

付金」という。）を不正に受給した事案について、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するた

めの雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則（令和２年６月12 日厚生労働省令第125 号。

以下「臨時特例法施行規則」という。）第５条の規定に基づき、下記のとおり公表します。 

 

記 

１ 事業主名等 

（１） 事業所名：株式会社 四季 

（２） 代表取締役：森 雄二朗（もり ゆうじろう） 

（３） 所 在 地：京都市東山区清水２丁目２０８番地７ 

（４） 事 業 内 容：レンタル着物・舞子変身スタジオ 

 

２ 事案の概要 

 株式会社四季の代表取締役森雄二朗は、従業員１２名に対し就労をさせていたにも関わらず休

業を命じたとの虚偽の証明を用いた申請を京都労働局に提出し、各申請者に給付金を振り込ませ、

賃金の代わりとして受け取らせたものです。 

 

３ 被害額 

給付金の総額は、 ５１，０９４，８４７円 

 

４ 返還及び納付命令 

 京都労働局は、当該不正受給事案について、代表者に対し申請者に支払った５１，０９４，８

４７円の他、損害賠償金として同額５１，０９４，８４７円を上乗せして、総額１０２，１８９，

６９４円（延滞金を除く）の返還・納付を命じました。（臨時特例法施行規則第４条）。 
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